
道維委第３号

路河川名 工 事 名

年    度 令和０７年度 施工箇所

起工理由

工事番号 事 業 名 道路除草・伐採業務

道路除草・伐採業務委託 仕様書

多治見市内一円

事

業

概

要

設  計  年  月  日 令和７年　４月１１日道路除草・伐採工　　Ｎ＝一式

施   工   方   法 請負

施   工   期   間

起  工  年  月  日

竣  工  年  月  日 令和８年　３月２３日

歩 掛 適 用 年 月

単 価 適 用 年 月

 多治見市



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：道路維持工事

1    式

1    式

1    式

人 RW1025

人 RW1002

人 RW1045

29    台 TJ0080

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本委託費

  道路維持

    道路維持工

      道路維持工

土木一般世話役

普通作業員

交通誘導警備員Ｂ

作業車

多治見市 1頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

日 TJ0020

15    台 TJ0030

3    ｔ ZC37370004

日 TJ0050

日 TJ0060

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

３ｔダンプ

草刈機

木くず等処理費（多治見市廿原町）

刈草

チェーンソー

エンジンブロア

直接工事費計

間接工事費

  共通仮設費

多治見市 2頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

1    式

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

純工事費

工事原価

  一般管理費等

合計

総合計

多治見市 3頁



特 記 仕 様 書 

 

 

○ 環境への配慮事項 

 

・ 自動車、施工機械の使用にあたっては、環境に配慮した仕様に努め、無用な使用を出来るだけ

しないように心がけること。 

・ 業務完了時の提出書類等は、環境や再利用の観点から両面印刷等に心がけること。 

・ 業務を施工するにあたり、購入やレンタルする必要がある物品については、環境に配慮して極

力グリーン購入法に適応したものを活用するよう努めること。 

・ 清掃等周辺環境美化に努める。 

・ 業務全般にわたり省電力、省エネルギーに努めること。上記のほか、受注者として環境に配慮

する計画があれば業務着手時に、書面にて提出すること。 

 

 

○ 妨害又は不当要求に対する通報義務 

 

１． 受注者は契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照ら

して合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場合又は契約の適正な履

行を妨害された場合は警察に通報しなければならない。なお、これらの不当介入を受けたにも

関わらず通報しない場合は指名停止措置を講じることがある。 

２． 受注者は暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期間内に契約

内容を完了することができないときは、発注者に対して履行期間の延長を請求することができ

る。 

 



道路除草・伐採業務委託 特記仕様書 
 
１．目的 
・道路除草・伐採業務は道路交通を円滑かつ安全に行うことであり、道路交通の確保と道

路利用者、住民等へのサービス向上を図る必要がある。道路状況に不備が認められる場合

には早急に対応する必要があるため、業務委託契約をもって対応を行うもの。 
 
２．道路除草工・伐採工 

・道路河川課より業務依頼があり次第、直ちに道路除草・街路樹維持管理に関する作業を 
 行うこと。 
・維持管理終了後、着手前、完了写真を添えて報告すること。 
・業務写真（着手前・作業中・完了）、出来高を月ごとに整理し確認検査を受けること。 

 
３．諸経費 

・各業務内容は短期的に完了し書類等の手続きが簡易なため、諸経費は直接工事費に 30％ 
を乗じた金額とする。 

 
４．その他 
・現場状況を勘案し、直ちに補修が出来ないと判断された場合、速やかに通行車両及び歩 
行者に危険の無いよう安全施設を設置し、後日速やかに維持管理を行うこと。その際必 
ず道路河川課に報告し、了解を得ること。 

・各業務の確認検査終了後、関係書類は返却するので委託業務完了後、一括整理し、完了届 
と共に提出すること。 

・交通規制を必要とする場合は、予め関係書類を作成し警察の道路使用許可を取ること。 
・上記に定めのない事項については、その都度双方で協議の後決定すること。 
・交通誘導員については、一般交通および歩行者に支障のないよう配置すること。配置人員に 

ついて４４名（交代要員は無）を計上している。 

・地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査を受注者の責任範囲とし、契約締結後速やかに実施す 

ること。 

・工事内容に疑義がある場合は、速やかに監督員と協議を行い、指示を仰ぐこと。 

・県産品の優先使用に配慮すること。 

・変更事項が生じた場合は、速やかに監督員と協議すること。 

・上記に記載のない事項については、監督員と必ず協議を行うこと。 

 



道維委第３号

契　約　日　～　令和８年３月３１日 No.1

世話役
普通

作業員
特殊

運転手
 交通整理員 作業車

3t
ダンプ

草刈機 刈草処分費 土砂処分費 発電機 常温
0.1

バックホウ
BH機械
回送

セメント 砂（細砂） チェンソー
ハンマー
ドリル

エンジン
ブロアー

人 人 人 人 台 日 台 ｔ ｍ３ 台 袋 日 回 25kg/袋 ｍ３ 日 日 日

除草工１ 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.2 1.0

除草工２ 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.2 1.0

除草工３ 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.2 1.0

除草工４ 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.2 1.0

除草工５ 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.2 1.0

除草工６ 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.2 1.0

除草工７ 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.2 1.0

除草工８ 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.2 1.0

除草工９ 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.2 1.0

除草工１０ 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.2 1.0

除草工１１ 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.2 1.0

除草工１２ 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.2 1.0

除草工１３ 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.2 1.0

除草工１４ 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.2 1.0

除草工１５ 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.2 1.0

倒木処理１ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

倒木処理２ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

倒木処理３ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

倒木処理４ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

倒木処理５ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

倒木処理６ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

立木処理１ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

立木処理２ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

立木処理３ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

立木処理４ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

立木処理５ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

立木処理６ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

立木処理７ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

立木処理８ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

数量計 29 44 44 29 15 15 3 14 29

単価

金額　計

小計

数量計算書

道路除草・伐採業務委託

工事
箇所数

地名 日付 業務内容




